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〇
農
薬
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準 

 
当
該
農
薬
が
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
場
合
は
、
農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

当
該
農
薬
の
使
用
に
際
し
、
法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
（
法
第
三
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

被
害
防
止
方
法
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
農
薬
使
用
者
に
対
す
る
暴
露
量
が
、
当
該
農
薬
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
。 

二 

当
該
農
薬
の
使
用
に
際
し
、
法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
被
害
防
止
方
法
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
農
薬
の
家
畜
（
蜜
蜂
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
暴
露
量
が
、
当
該
家
畜
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基
づ
き
当
該
家
畜
の
群
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
量
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
。 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平

成
三
十
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

当
該
農
薬
に
つ
い
て
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
当
該
農
薬
に
つ
い
て
の
同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
農

薬
使
用
者
に
対
す
る
暴
露
量
が
、
当
該
農
薬
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
、

「
当
該
農
薬
の
毒
性
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基
づ
き
農
薬
使
用
者
の
健
康
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
す
る
。 

３ 

当
分
の
間
、
第
二
号
に
規
定
す
る
試
験
成
績
に
係
る
試
験
の
う
ち
一
部
の
実
施
が
困
難
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
る
農
薬
に
つ
い
て
の

同
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
暴
露
量
が
、
当
該
家
畜
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
試
験
成
績
に
基
づ
き
当
該
家
畜
の
群
の
維
持
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
量
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
影
響
に
関
す
る
試
験
成
績
（
当
該
試
験
成
績
に
係
る
試
験
の
実
施
が
困
難
な
も
の
を

除
く
。
）
に
基
づ
き
当
該
家
畜
の
群
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
す
る
。 

 

平成 31年３月 18日時点 


	資料6_拒否基準諮問
	（別紙）農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準（案）



